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議案第 ９ 号

川口市戸籍法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例

川口市戸籍法等関係事務手数料条例（平成１２年条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第１号中「第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項」を加え、

「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部

を証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同条第６号中「受理した書類」の次に

「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したもの

」を加え、「１件」を「又は届書等情報の内容を表示したもの１件」に改め、同号

を同条第８号とし、同条第５号中「の交付又は同法」を「、同法」に改め、「事項

の証明書」の次に「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内

容の証明書」を加え、同号を同条第７号とし、同条中第４号を第５号とし、同号の

次に次の１号を加える。

(6) 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号

の発行手数料（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第７条第１

項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用

識別符号の発行を行う場合（当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同法第６

条第１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に

限る。）及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請

求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明す

る除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合を除く。

） 除籍電子証明書提供用識別符号１件につき ７００円

第２条第３号中「第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項」を加え、

「磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若し

くは一部を証明した書面」を「除籍証明書」に改め、同号を同条第４号とし、同条

第２号の次に次の１号を加える。

(3) 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号

の発行手数料（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４

年法律第１５１号）第７条第１項の規定により同法第６条第１項に規定する電
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子情報処理組織を使用する方法（地方公共団体の手数料の標準に関する政令に

規定する総務省令で定める金額等を定める省令（平成１２年自治省令第５号）

第１条の２に規定するものに限る。以下この条において「電子情報処理組織を

使用する方法」という。）により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う

場合（当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により電子情報処理

組織を使用する方法により行われた場合に限る。）及び戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証

明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍

証明書の請求を行う場合を除く。） 戸籍電子証明書提供用識別符号１件につ

き ４００円

附 則

この条例は、令和６年３月１日から施行する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １０号

川口市ボランティア人づくり基金条例を廃止する条例

川口市ボランティア人づくり基金条例（平成１５年条例第４号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和６年３月２９日から施行する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １１号

川口市文化振興基金条例を廃止する条例

川口市文化振興基金条例（平成１８年条例第７７号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和６年３月２９日から施行する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １２号

川口市美術品等取得基金条例

（設置）

第１条 美術作品、美術に関する資料等の取得に関する事務を円滑かつ効率的に行

うため、川口市美術品等取得基金（以下「基金」という。）を設置する。

（基金の額）

第２条 基金の額は、１０，０００，０００円とし、次に掲げる資金をもって、こ

れに充てる。ただし、当該額に達するまでの間は、一般会計歳入歳出予算（以下

「予算」という。）の定めるところにより繰り入れた額の累計額とする。

(1) 基金の目的に沿う寄附金

(2) 基金の運用から生ずる収益

２ 市長は、必要があるときは、予算の定めるところにより、前項各号に掲げる資

金の額を基金に追加して繰り入れることができる。

３ 前項の規定により繰入れが行われたときは、基金の額は、繰り入れた額相当額

増加するものとする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。

（委任）

第４条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １３号

川口市地域福祉基金条例を廃止する条例

川口市地域福祉基金条例（平成４年条例第１４号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和６年３月２９日から施行する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １４号

川口市子ども未来創造基金条例

（設置）

第１条 本市における子どもの健やかな成長に資する事業の実施に要する経費の財

源に充てるため、川口市子ども未来創造基金（以下「基金」という。）を設置す

る。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 次号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）

で定める額

(2) 基金への積立てを指定された寄附金の額

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならい。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとす

る。

（繰替運用）

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（処分）

第６条 基金は、子どもの健やかな成長に資する事業の財源に充てる場合に限り、

その一部を処分することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １５号

川口市地球温暖化対策基金条例を廃止する条例

川口市地球温暖化対策基金条例（平成２２年条例第１号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和６年３月２９日から施行する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １６号

川口市都市交通基盤整備基金条例を廃止する条例

川口市都市交通基盤整備基金条例（平成３年条例第１６号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和６年３月２９日から施行する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 9 -



議案第 １７号

川口市西川口駅周辺都市整備基金条例を廃止する条例

川口市西川口駅周辺都市整備基金条例（平成５年条例第１６号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和６年３月２９日から施行する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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